
徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術
機
関
の
指
定
を
受
け
た
施
術
者
の
住
所
の
変
更
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

施
術
者
の
住
所

施
術
者
の
氏
名

変
更
年
月
日

旧

新

近
藤

充
久

徳
島
市
名
東
町
二
丁
目

徳
島
市
名
東
町
二
丁
目

令
和
六
年
四
月
十
二
日

五
四
九

メ
ゾ
ン
中
村

五
九
一
―
一

ハ
イ
ツ

一
〇
三
号

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
一
〇
七

号


